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研究の背景 

 

「平成 15 年住宅・土地統計調査」における空き家 659 万戸の内訳を見ると、賃貸用が 367

万戸と多く、今後益々増えると予想されるこれらのストックとその利用を考慮すると、再

投資を断続的に行っていく仕組みが求められている。いわゆるプロジェクトファイナンス

は、事業の収益性やキャッシュフローに担保価値をおいた新たな資金調達の仕組みの総称

であり、我が国ではＰＦＩプロジェクトなどにおいて適用されはじめている。建物への再

投資が、使用料収入や賃料収入など何らかのキャッシュフローを生む場合には、再投資資

金をプロジェクトファイナンスの手法が適用可能であり、不動産担保価値が下落し、更に

資金調達が困難になるという悪循環を回避することも出来ると考えられる。 

但、そのためには、キャッシュフローを生み出す「装置」が、不動産である建築スケル

トンから独立した資産として扱われなければならない。民法 242 条は「附合の原則」を規

定する。ここで、附合とは、異なった所有権者の複数の物（建築スケルトン、「装置」）が、

分離させたのでは利用に適さない程度に結合していることをさす。このことを考慮するな

らば、キャッシュフローを生み出す「装置」が不動産である場合、これを建築スケルトン

とは独立した資産であると主張することには法理上難点があると考えられる。 

むしろ、発想を変えて、キャッシュフローを生み出す「装置」が、家具や家庭電化製品

と同様に、動産として扱えるならば、建築スケルトンとは独立した資産であると、より明

確に主張できると考えられる。 



研究の目的 

 

本論文は、以上のような背景をもとに、スケルトン・インフィル方式による既存ストッ

ク利用を念頭に、「所有から利用へ」「プロダクトからサービスへ」といった社会的な価値

転換期に応えるべく「装置」としての建築インフィルの動産化の実行可能性を、法的側面

及び建築構法計画・建築計画の側面から検討し、設計指針を見出すことを目的としている。 

 

 

動産化インフィルのための法的要件の整理（第２章） 

 

プロジェクトファイナンス方式が一般的に成立するためには、建築スケルトンに附合し

ない動産として、建築インフィルを扱われねばならない。そこで、建築インフィルの一部

または全部が、建築スケルトンに附合しないための法的要件を整理するため、建物本体と

建築設備・機器との附合が争点になった過去の判例を、弁護士事務所の協力を得て収集・

分析した。その結果、以下の２点を検討していることが分かった。 

1) 分離復旧が事実上不可能となる結合状態にあるか否か。 

2) 分離復旧することが社会経済上著しく不利な程度に至る結合状態にあるか否か。 

更に、これらを建築スケルトン・建築インフィルにおいて読み替えて必要条件を推測した。 

また、固定資産税における「家屋の範囲」と判例から抽出した条件を照合し、考えるべ

き動産化インフィルの範囲を検討した。その結果、いわゆる内装は家屋に含まれ、建築設

備はある一定の条件を満たしていれば、家屋に含まれない可能性があることを抽出した。

従来の SI の考え方は、スケルトン（構造や基幹設備）・インフィル（住戸内装や住戸設備）

と一般的には判断されていたが、民法や固定資産税の観点からみると、スケルトン（構造

や基幹設備・住戸内装）・インフィル（ある一定の要件を満たす住戸設備）のように分類さ

れ、動産化インフィルはスケルトンだけでなく、いわゆる内装との着脱性も配慮されなく

てはいけないという点を導き出した。 

 

 

インフィルを動産として扱うための建築構法計画・建築計画要件（第３章） 

 

法的必要条件を、建築構法計画・建築計画条件として解釈すれば次のように読み替える

ことができる。 

a. 建築インフィルは、標準化された汎用的な部品で構成される。 

b. 建築インフィルは建築スケルトンから ①短時日のうちに、②他の構成材を傷めること

なく、③比較的安価な費用で、着脱が可能である。 

c. 建築の非専門家からみてもインフィルの着脱性が伺える。 
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d .建物所有者及び利害関係者が共通認識している建物の用途機能が、当該建築インフィル

の有無にかかわらず発揮できる。 

ここでは、a．、b．、ｃ．の条件を満たし、インフィル（建築設備）と内装・スケルトン

を分離するための概念として、スケルトン・内装（床、壁、天井）・インフィルの入れ子状

の構造を設定し、それらの着脱性を容易にする概念として、一眼レフ・カメラにおけるマ

ウント・アダプターをイメージした、インターフェース部品を着想した。 

 

 

動産化インフィルのモデル化とその検証 （第４章） 

 

３章で抽出した条件を満たす構法システムを開発するにあたり、まずモックアップ実験

に取り組んだ。その結果、開発の優先順位は、以下の理由で設備床・設備壁を先行するこ

とにした。 

・設備床は、スケルトンとの固定度が低い 

・設備床・設備壁は、給水・給湯・排水・電気・ガスと想定されるインフラが、設備天

井（電気・換気・空調）と比較して多いため、実現した後の利用度が高いと思われる。 

・壁内の配管類は、横引き配管と一体となってはじめて機能し、その配管類は床下に敷

設されるのが一般的なため、設備壁は床構法システムと組み合わせて使用されると思

われる。 

この結果をもとに、設備床を中心とした「床構法システム」と、構造的には自立し、ス

ケルトンとの取り合いは床スラブのみという、いわば４面をデザインされたユニットバス

のような「BOX ユニット」を組み合わせるインフィル・システムを開発した。 

更に、れらのインフィル・システムを、90 ㎡の事務所ビルにインストールし、その後移

設するという実装実験の結果、床構法システムを敷設すれば、4 日間・10 人工で移設可能

という、ある程度の施工容易性が確認され、短期間・他の構成材をいためることなく・比

較的安価にという要件の実現可能性を示すことができた。 

 

 

動産化インフィルの評価（第５章） 

 

移設工事の結果より、開発した床構法システムをインストールすれば、4 日間・10 人工

で移設が可能であることが検証され、動産化の要件を満たす見通しがたったため、この章

では、開発したインフィル・システムを、設計・製造・施工・機能の 4 つの観点から評価

し、設計指針作成への手がかりとした。 
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動産化インフィルの設計指針（第６章） 

 

実験による検証・評価を通じて、開発した床構法システムを設置すれば、ユニットバス

やキッチンといった汎用的インフィルは、動産として扱うための必要条件を満たすことが

できるという見通しを示すことが出来た。本論文で検討したインフィル・システムは、数

ある要素技術の一つの組み合わせに過ぎないため、今後更なる検討を必要とするが、その

方向性を示すことを目的に、「基本的な構法計画」と「各水周りの構法計画」の二つの面で

指針を示した。設計指針の適用範囲は、主として 100 ㎡以下の規模で、既存 RC 造の建物を

想定している。 


